
 介護保険サービスを受けている⼈がいる世帯
で、医療保険と介護保険の⾃⼰負担額を合算し
た額が⼀定額を超えた場合、超えた分が払い戻
される制度「⾼額医療・⾼額介護合算制度」が
あります。1年間（8⽉〜7⽉）の医療保険・介
護保険の⾃⼰負担額の合計が基準額を超えた場
合に、その超えた⾦額が⽀給されます。
 なお、初年度の平成20年度については、計算期間の途中の4⽉1⽇から制度
が施⾏されることから、当該期間を同⽇から平成21年7⽉31⽇までにした場
合で（12→16か⽉間）、⾃⼰負担限度額が通常の基準額の4/3倍を超えた場
合には、その超えた⾦額と、通常の8⽉〜7⽉の1年間で計算した場合の⾦額
を⽐較し、⼤きいほうの⾦額が⽀給されます。この初年度の⽀給申請が、平
成21年8⽉から開始されます。

申請⼿続き

 まず介護に関する⾃⼰負担の証明書を、介護保険者（市町村）から取得し
てください。その証明書を添付し、健保組合に対して申請を⾏ってくださ
い。申請を受けて、健保組合が判定及び⽀給額の計算を⾏います。
 その結果、健保組合と介護保険者の双⽅から⽀給決定通知書が交付され、
⾼額介護合算療養費が⽀給されます。なお、不⽀給となった場合には、不⽀
給決定通知書が交付されます。

⾼額医療・⾼額介護合算制度の限度額

※平成20年4⽉〜平成21年7⽉の16か⽉間で計算する場合については［ ］
内の⾦額が適⽤されます。

  75歳以上 70〜74歳 69歳以下
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